
春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生涯学習活動に関する情報発信を行い、その活性化を図る

ため、市がインターネット上に設置する春日井市生涯学習情報サイト（以下「サ

イト」という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 講師登録者 市長の承認を受け、講師としてサイトに登録された者をいう。 

 ⑵ 登録活動団体 市長の承認を受け、サイトに登録された生涯学習活動を行

う団体をいう。 

 （登録情報） 

第３条 サイトにより提供する情報（以下「登録情報」という。）は、次に掲げる

ものとする。 

⑴ 講師登録者の氏名、電話番号及び指導分野 

⑵ 登録活動団体の団体名、代表者氏名、連絡先担当者氏名及び電話番号、活

動分野並びに活動施設 

⑶ 市又は市が出資する公的団体が主催する生涯学習に関する催事等の要項 

⑷ その他市長が必要と認める事項 

（講師登録） 

第４条 講師登録者の登録にあたっては、次のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 生涯学習活動を積極的に推進する者 

⑵ 生涯学習活動を通じ、営利目的の活動を行っていない者 

⑶ 主に市内において、講師として活動できる者 

２ 講師登録者の登録をしようとする者（以下「講師登録申請者」という。）は、

生涯学習情報サイト講師登録申請書（第１号様式）により、市長に申請しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の申請について、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、

生涯学習情報サイト講師登録承認通知書（第２号様式）又は生涯学習情報サイ



ト講師登録不承認通知書（第３号様式）により、当該講師登録申請者に通知す

るものとする。 

 （活動団体登録） 

第５条 登録活動団体の登録ができる団体は、生涯学習活動を積極的に推進し、

生涯学習活動を通じ、営利活動を行っていない団体で、次の各号のいずれかに

掲げる団体とする。 

 ⑴ 春日井市生涯学習活動団体の認定に関する要綱（平成22年４月１日施行）

第４条の規定により生涯学習活動団体と認定された団体 

 ⑵ 春日井市青年の家の登録団体の認定等に関する要綱（平成６年６月１日施

行）第２条第２項に規定する登録団体 

 ⑶ 春日井市青少年女性センター利用団体の認定等に関する要綱（平成19年12

月１日施行）第５条に規定する認定団体 

 ⑷ 春日井市勤労青少年団体の認定等に関する要綱（平成19年12月１日施行）

第４条に規定する認定団体 

 ⑸ その他市長が特に認める団体 

２ 登録活動団体の登録をしようとする団体（以下「登録活動団体申請団体」と

いう。）は、生涯学習情報サイト活動団体登録申請書（第４号様式）により、

市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請について、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、

生涯学習情報サイト活動団体登録承認通知書（第５号様式）又は生涯学習情報

サイト活動団体登録不承認通知書（第６号様式）により、当該登録活動団体申

請団体に通知するものとする。 

（登録の有効期限） 

第５条の２ 講師登録者の登録の有効期限は、第４条第３項の規定による登録の

承認が通知された日（以下「講師登録日」という。）から最初に到来する９月

30日まで（８月１日から９月30日までの間が講師登録日である場合は、その年

の翌年の９月30日まで）とする。 

２ 登録活動団体の登録の有効期限は、前条第３項の規定による登録の承認が通

知された日（以下「登録活動団体登録日」という。）から最初に到来する３月

31日（２月１日から３月31日までの間が登録活動団体登録日である場合は、そ



の年の翌年の３月31日まで）とする。 

（禁止事項） 

第６条 講師登録者及び登録活動団体（以下「講師登録者等」という。）は、次に

掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはならない。 

⑴ 公序良俗に反する行為 

⑵ 法令に反する行為 

⑶ 他の登録者又は第三者の著作権を侵害する行為 

⑷ 他の登録者又は第三者を誹謗し、又は中傷する行為 

⑸ 他の登録者又は第三者に不利益を与える行為 

⑹ 選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動又はこれに類似する行為 

⑺ サイトの運営を妨害する行為 

 ⑻ その他市長が不適当と判断する行為 

（登録情報の変更） 

第７条 講師登録者等は、その登録情報に変更の必要が生じたときは、生涯学習

情報サイト登録情報変更申請書（第７号様式）により市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、登録

の変更を行うものとする。 

（登録の抹消、取消し等） 

第８条 講師登録者等は、サイトによる情報提供を取り止めるときは、生涯学習

情報サイト登録情報抹消届（第８号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、講師登録者等が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、

当該講師登録者等の登録情報を抹消し、その講師登録又は活動団体登録を取り

消すことができるものとする。 

⑴ 虚偽の申請行為 

⑵ 同一の者による二重の登録行為 

⑶ 第６条各号に掲げる行為 

３ 市長は、前項の規定により登録情報の抹消及び登録の取消しをしたときは、

生涯学習情報サイト登録取消通知書（第９号様式）により講師登録者等に通知

するものとする。 



 （免責） 

第９条 市長は、サイトの情報及びサイト運営に係る技術的な問題等に起因して

生じた損害に対して一切の責任を負わないものとする。 

２ 講師登録者等は、サイトを通じて提供される自己の情報について、他の講師

登録者等又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを

解決するものとし、市長に損害を与えないようにしなければならない。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成20年10月１日から施行する。 

（準備行為等） 

２ 第４条及び第５条の規定による登録の手続きは、施行日前においても行うこ

とができる。 

３ 前項の場合における第４条第３項及び第５条第３項の規定による登録可否決

定の通知は、これらの規定にかかわらず、サイトへの登録情報掲載をもって代

えることができるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び

運営に関する要綱（以下「改正前の要綱」という。）の規定により講師登録者

の登録の承認を受けている者の登録の有効期限は、改正後の春日井市生涯学習

情報サイトの設置及び運営に関する要綱（以下「改正後の要綱」という。）の



規定にかかわらず、平成23年９月30日までとする。 

３ この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により登録活動団体の登録の

承認を受けている者の登録の有効期限は、改正後の要綱の規定にかかわらず、

平成24年３月31日までとする。 

４ この要綱の施行の際、改正前の要綱の規定に基づいて調製されている用紙類

は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正を

して使用することがある。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営

に関する要綱の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されている

ものは、改正後の春日井市生涯学習情報サイトの設置及び運営に関する要綱の

規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することが

ある。 

 



第１号様式（第４条関係） 

年  月  日 

生涯学習情報サイト講師登録申請書 

 

（宛先）春 日 井 市 長 

 

                     氏 名                

 

 

 次の情報を生涯学習情報サイトに公開することを承諾し、講師登録を申請します。 

 

ふ り が な  

氏 名 
 

 

住 所 

【サイト上には公開しません】 

〒   －     

 

 

 

電 話 番 号 
 

 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
 

 

Ｅ メ ー ル 
 

 

指 導 分 野 

 

 

 

指 導 可 能 日  

指 導 時 間 帯  

指 導 料  

指導目的、指導内容 

 

 

 

 

指 導 実 績 、 

取 得 資 格 な ど 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

生涯学習情報サイト講師登録承認通知書 

 

 

様 

 

 

春日井市長           

 

 

年  月  日付けで申請のあった、春日井市生涯学習情報サイトへの講師登

録については、次のとおり承認しましたので通知します。 

 

 

登録開始日 年   月   日 

登録満了日 年   月   日 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

生涯学習情報サイト講師登録不承認通知書 

 

 

様 

 

 

春日井市長           

 

 

年  月  日付けで申請のあった、春日井市生涯学習情報サイトへの講師登

録については、次の理由により不承認としましたので、通知します。 

 

 

（登録を不承認とした理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

年  月  日 

生涯学習情報サイト活動団体登録申請書 

 

（宛先）春 日 井 市 長 

 

 

団 体 名              

 

代表者氏名              

 

 

 次の情報を生涯学習情報サイトに公開することを承諾し、活動団体登録を申請します。 

 

ふ り が な   

団 体 名 
 

 

代

表

者 

ふ り が な   

氏 名 
 

 

住所（所在地） 

【サイト非公開】 

〒   －     

 

 

 

電 話 番 号

【サイト非公開】 

 

 

ＦＡＸ番号

【サイト非公開】 

 

 

Ｅ メ ー ル

【サイト非公開】 

 

 

連

絡

先 

ふ り が な   

担当者氏名  
 

 

住所（所在地） 

【サイト非公開】 

〒   －     

 

 

 

電 話 番 号  
 

 

ＦＡＸ番号  
 

 

Ｅ メ ー ル  
 

 



 

 

活 動 分 野  

 

 

 

主 な 活 動 施 設

（１か所のみ） 
 

会 員 数  

設 立 年 月 日  

会員の主な年齢層  

活 動 日  

活 動 頻 度   

活 動 時 間 帯  

入 会 金  

会 費  

会 則  

会 報  

会 員 募 集   

活動内容、ＰＲなど  

活動実績など   



第５号様式（第５条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

生涯学習情報サイト活動団体登録承認通知書 

 

 

（ 団 体 名 ） 

（ 代 表 者 名 ）         様 

 

 

春日井市長           

 

 

年  月  日付けで申請のあった、春日井市生涯学習情報サイトへの活動団

体登録については、次のとおり承認しましたので通知します。 

 

 

登録開始日  年   月   日 

登録満了日  年   月   日 

 

 



第６号様式（第５条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

生涯学習情報サイト活動団体登録不承認通知書 

 

 

（ 団 体 名 ） 

（ 代 表 者 名 ）         様 

 

 

春日井市長           

 

 

年  月  日付けで申請のあった、春日井市生涯学習情報サイトへの活動団

体登録については、次の理由により不承認としましたので、通知します。 

 

 

（登録を不承認とした理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

生涯学習情報サイト登録情報変更申請書 

 

（宛先）春 日 井 市 長 

 

 

個人・団体名                 

 

住 所                 

 

代表者氏名                 

 

 

 春日井市生涯学習情報サイトの登録情報について、次のとおり変更します。 

 

 

変 更 項 目  

 

 

変 更 前 

 

 

変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第８号様式（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 

生涯学習情報サイト登録情報抹消届 

 

 

（宛先）春 日 井 市 長 

 

 

個人・団体名                 

 

住 所                 

 

代表者氏名                 

 

 

 

 春日井市生涯学習情報サイトへの登録を抹消してください。 

 



第９号様式（第８条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

 

生涯学習情報サイト登録取消通知書 

 

 

様 

 

 

春日井市長           

 

 

 

春日井市生涯学習情報サイトへの登録を、次の理由により抹消しましたので、通知しま

す。 

 

抹 消 年 月 日 年   月   日 

個 人 ・ 団 体 名  

 

抹消となった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


